
事前了解権を含む新安全協定締結をめざす運動のしおり 

柏崎刈羽原子力発電所30㎞圏内(UPZ)議員研究会 

７つの自治体 
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小千谷市 

十日町市 

上越市 
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私たちの住む新潟県には､たくさ  んの美しい自然と、

 そこに住む多  くの人たちの暮らしがあります。

 この美しい自然や一人ひとりの暮らしをどうするの

か、それを決めるのは、住民一人ひとりと、住んでいる

自治体のはずです。 

 

 

2 

 

 ところが、こと原発の再稼働に関しては、周辺の自治

体には「モノを言うしくみ」(実効性を伴った発言権)があ

りません。 

私たちの住む新潟県には､たくさ  んの美しい自然と、 

そこに住む多  くの人たちの暮らしがあります。 



3 

世 界最大級の原発、柏崎刈羽原子力

発電所の周辺

30km圏内には、

約44万人の住

民が、日々の

暮らしを営ん

でいます。 

そ して、原発では、周辺の市町村にも防災計画や避難

計画を策定する義務が課されています。 

県･ＵＰＺ内市町村 

地域防災計画 

避難計画 

中央防災会議 

防災基本計画 

原子力災害 
対策特別措置法 

第５条 地方公共団体

は、この法律又は関係

法律の規定に基づき、

原子力災害予防対策、

緊急事態応急対策及び

原子力災害事後対策の

実施のために必要な措

置を講ずること等によ

り、原子力災害につい

ての災害対策基本法第

４条第１項及び第５条

第１項の責務を遂行し

なければならない。  
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 こ の よ う に、義 務 だ け が あ っ て

「モノを言うしくみ」がないのは、

おかしいと思いませんか？  

そ こで、私たちは、柏崎刈羽原発の再稼働などにあ

たって、周辺自治体の事前了解(同意)も必要となる

新しい安全協定の締結を求めています。 

次 ページからは、原発の再稼働を巡る状況を

少しだけ説明します。 

 私たちは、｢柏崎刈羽原子力発電所30㎞圏内(UPZ)議員研究

会｣です。 

 柏崎刈羽原発の周辺では、立地自治体(柏崎市、刈羽村)以外に

7つの自治体(小千谷市、十日町市、燕市、長岡市、見附市、上

越市、出雲崎町)が30㎞圏内に入っています。 

 私たちは、これら30㎞圏内の自治体が再稼働に際して事前了

解権(同意権)を獲得することを目指す研究会です。30㎞圏内の

自治体議員の他、オブザーバーとして30㎞圏外自治体の議員、

元議員が、思想信条･立場の違いを超えて参加しています。 

 詳しくは裏表紙をご覧下さい 
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原発の再稼働を巡る状況と 
   再稼働に際しての事前了解権 

●原発再稼働と事前了解権 

 原発は地元の事前の了解がなければ再稼働できないとされていま

すが、そのことは法律では定められてはいません。電力事業者と自

治体が協定を締結することで得られる権限です。現在、柏崎刈羽原

発では、新潟県、柏崎市、刈羽村と東京電力の間でのみ、実質的な

事前了解権のある安全協定が結ばれています。 

●国の姿勢 

 福島第一原発事故後に新規制基準や新防護区域(5㎞圏、30㎞圏

(以前は概ね10㎞圏のみ))を制定しました。 

 新規制基準に適合した原発は“地元同意”を得て再稼働する方針

ですが、同意が必要とされる地元の範囲は示していません。ところ

が、新防護区域には避難計画の策定を義務づけています。つまり、

新防護区域の自治体は、｢避難計画の策定義務｣はあっても、｢再稼

働に際しての同意｣の対象とはしていないということになります。 

●全国における再稼働 

 これまで再稼働した原発は、立地自治体(立地県と立地市町村)の

みの了解(同意)で行われてきました。 

●東京電力 

 東京電力は、あいつぐ不祥事や機器の故障などで、柏崎刈羽原発

の再稼働には慎重になっているようですが、新規制基準に既に合格

した7号機を、立地自治体である新潟県、柏崎市、刈羽村の事前了

解を得て再稼働する方針です。その方針の下、この間、事業計画の

発表や原子炉設置変更許可申請の提出、地元での県民説明会の開催

などを行っています。 

●新潟県 

 知事が柏崎刈羽原発の再稼働に対する賛否を表明する際には、柏

６ 

 こうした中、茨城県の東海第2原子力発電所では、立地

自治体である東海村を含めた30㎞圏内の6つの市と村

が、｢事前了解権｣を含む安全協定を電力事業者である日本

原子力発電㈱との間で

2018年に締結しました。 

崎市と刈羽村以外の県内自治体の意向を確認する方針ですが、

30㎞圏内自治体の意向が、どのように、また、どの程度反映され

るのかは、今のところ不明です。 

●柏崎刈羽原発30㎞圏内の各自治体(立地自治体を除く) 

 現時点で東京電力に事前了解権を含む協定を求めている自治体は

あまりありません。 

 その中でも、2021年11月に新しく就任した上越市の中川幹太

市長(当議員研究会の元オブザーバー会員)は、｢今もなお残る原発事

故の影響の大きさに鑑みると、柏崎刈羽原子力発電所をしっかりと

監視できる仕組みが必要であると考えており、UPZ区域を有する当

市として、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関し、『事前了解権』

を有する安全協定の締結は必要であると考えている｣と明言してい

ます。 

明確に｢事前了解権｣ 東海第２原発 

 事前了解権を含む新安全協定の締

結に力を尽くした元東海村長の村上

達也氏。当研究会でも、2020年8月

30日に、締結に至る道筋を語る講演

をしていただきました。 
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多くの住民が｢事前了解権は必要｣ 

―住民アンケートより― 

 私たちUPZ議員研究会が2021年に行った住民アンケートでは、

30㎞圏を含む自治体住民の3分の2近くの住民が｢複合災害の際に

は、安全に避難することはできない｣と回答しています。 

 こうしたことを背景に、81.4％が｢事前了解権は必要｣と回答し

ています。このことは、30㎞圏内自治体の現実の取組姿勢と大き

く乖離しているといわざるを得ません。 

そう思う

7.0%

そう思わない

65.4%

どちらとも

いえない

27.6%

そう思う

81.4%

そう思わない

8.0%

どちらともいえない

10.6%Ｑ   原発の再稼働にあたっ

て、原発から30キロ

圏内にある自治体

の了解が必要だと

思いますか？ 

Ｑ   大雪や地震・水害などの自

然災害と原発事故が

同時に起きた時、あ

なたや家族は安全に

避難できると思いま

すか？ 
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｢事前了解権｣を含めた新協定案を提案 
 私たちUPZ議員研究会は2021年3月、それまでの研究成果を基にし

た新協定案を提案しました。その基本的な考え方は次の通りです。 

● 現在、柏崎刈羽原発に関し、東京電力と締結している県内自治体

の協定としては、①新潟県と立地自治体(柏崎市・刈羽村)による｢東

京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する

協定｣(1983年10月、その後改定重ねる) 、②上記立地自治体を除く

県内28市町村が個別に締結した｢東京電力株式会社柏崎刈羽原子力

発電所に係る住民の安全確保に関する協定｣(2013年1月、その後改

定) があります。 

● 当研究会は、現行の②の協定をベースとして、UPZ圏内自治体に

ついては、本研究会の趣旨である｢再稼働事前了解権｣等を新たに付

加する形を基本としました。 

● その際、東海第二原発に関し、日本原電と東海村・日立市等、立

地及び周辺市が締結している新安全協定(2018年)に盛り込まれてい

る事前了解権等の条項を参考としました。 

● その他、現行①協定に盛り込まれている｢設備の新増設等に関わる

事前了解｣｢適切な措置要求｣等を盛り込むことや、東京電力における

一連の不祥事に対応するため、｢情報公開｣や｢取組状況等の報告｣を

盛り込むとともに、｢通報連絡｣に関わる条項の強化についても議論

を重ねています。 

● 整理すると、現行②協定がUPZ圏内外の2つの協定に再編成され

ることになりますが、引き続き28自治体の｢研究会｣の枠組みでの連

携も必要と考えています。 

◆ 協定案の内容は当研究会のホームページ（URLは

下記の通り）をご覧下さい。 

 https://upzkenkyu.wixsite.com/website/新協定案 
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四国電力(株) 

伊方発電所 

九州電力(株) 

川内原子力発電所 

九州電力(株) 

玄海原子力発電所 

中国電力(株) 

島根原子力発電所 

関西電力(株) 

高浜発電所 

関西電力(株) 

大飯発電所 

関西電力(株) 

美浜発電所 

日本原子力発電(株) 

敦賀発電所 

北陸電力(株) 

志賀原子力発電所 

東京電力ＨＤ(株) 

柏崎刈羽原子力発電所 

再稼働 設置変更許可 審査中 

国内の原子力発電所の現状 

１０ 

2022年1月現在 

中部電力(株) 

浜岡原子力発電所 

日本原子力発電(株) 

東海・東海第二発電所 

東京電力ＨＤ(株) 

福島第二原子力発電所 

東京電力ＨＤ(株) 

福島第一原子力発電所 

東北電力(株) 

女川原子力発電所 

東北電力(株) 

東通原子力発電所 

電源開発(株) 

大間原子力発電所 

 

 

北海道電力(株) 

泊発電所 

東京電力ＨＤ(株) 

東通原子力発電所 

未申請 廃炉 



 当研究会は、柏崎刈羽原子力発電所から30㎞圏内の自治体が再稼働

に際して事前了解権(同意権)を獲得することは、住民の安全にとって欠

くことができないと考える各自治体の議員が集い、2020年8月に設立

されました。 

 30㎞圏内自治体の議員の他、オブザーバーとして30㎞圏内自治体の

元議員や30㎞圏外自治体の議員も参加しており、再稼働の是非を含め

た思想･信条の違いを超えて75人(2022.4.1現在)が参加しています。 

 これまで、新協定案の研究、県内外への情報発信、地域住民のアン

ケート、各市町村での新協定案の発表を兼ねた意見交換会、各自治体首

長との懇談などに積極的に取り組んできました。 

● 代 表  関 三郎（見附市議会議員） 

● 事務局  関 貴志（長岡市議会議員） 

  sekitaka@mynet.ne.jp 090-2256-1308 

 この冊子は、これまでの取組を基に、原発再稼働に関する状況や今後の方向につ

いてまとめました。多くの皆さんのご参考になれば幸いです。 

編集担当：平良木哲也（上越市議会議員）nantenmoon@gmail.com 

柏崎刈羽原子力発電所 

30㎞圏内(UPZ)議員研究会 について 

◆ 当研究会ホームページも併せてご覧ください。 

 https://upzkenkyu.wixsite.com/website ＵＰＺ議員研 検索 


